
 

 

 

 

 

 

 

 

 

補 助 対 象 設 備 ※未使用品に限ります 

・エネファーム(家庭用燃料電池)  ※(一社)燃料電池普及促進協会が指定した設備に限る 

 

 

補 助 金 額 

一律         

 

 

補助対象となる方 

以下の１から6までの全ての要件を満たす方が、補助の対象となります。  

１ 次のA、Bのいずれかに該当する者 

A．すでに居住している市内の住宅または居住予定の市内の住宅（以下：対象住宅）にエネファー

ムを設置する者で、次のいずれかの要件を満たすもの（増設可） 

  ア  対象住宅の所有権、賃借権等の権限を有すること 

   イ  アの要件に該当する者の配偶者・2親等以内の親族 

B．市内に新たに対象設備付住宅を購入する方、その配偶者・2親等以内の親族（建売住宅） 

 

２ 市税を滞納していないこと。 

 

３ 工事請負契約又は売買契約の締結日が令和６年１０月１日以降であること。 

 

４ 令和７年 4 月 1 日以降から申請受付期間内にエネファームと電力会社の電力系統との連携が開

始されていること、または開始される予定であること。 

 

５ 過去に、エネファームの設置について、市からの補助を受けていないこと。 

 

６ 暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。 

※ 賃貸借の関係にある共同住宅は対象外です。 

※ 建物の所有者が申請者と異なる場合（賃借等）は、書面による所有者の設置承諾を受けてください。 

  

申請受付期間：令和７年５月１日（木）～令和８年３月３１日（火） 

受付時間：8：30～17：15 

ｓｓ 

※土日祝を除く。 

※上記の期間内であっても、申請額が予算枠上限に達した場合はその日をもって受付を終了します。 

裏面につづく 

 



 

 

設置工事完了後に環境対策課（市役所本庁舎４階）の窓口へ以下の必要書類を 

提出していただくか、大分市ホームページから、電子申請を行ってください。 
※ 郵送は不可です。また、支所では受付を行っていません。 

≪申請に必要な書類≫  

・大分市家庭用燃料電池導入推進事業補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号） 

・大分市家庭用燃料電池導入推進事業補助金交付請求書（様式第３号） 

及び以下の書類  

⑴ 市税完納証明書（申請の日前３月以内に交付されたものに限る。） 

 ※１月１日に市内に住所を有しなかった等の理由で交付されない場合は「市税滞納調査同意書」を提

出してください。詳しくは大分市税制課（TEL:097-537-5673）までお問合せください。 

⑵ ア 対象住宅にエネファームを設置する場合…エネファームの購入に係る契約書及び当該エネファ

ームの設置工事に係る請負契約書又はこれらに準ずる書類 

  イ エネファームを設置した住宅（新築のものに限る。）を購入する場合…当該住宅の購入に係る契

約書又はこれに準ずる書類 

⑶ エネファームの概要を説明する書類（設置設備概要書） 

⑷ エネファームの設置に係る経費の内訳書（経費内訳書） 

⑸ エネファームの設置に係る経費の領収書の写し等 

 ※経費内訳書の合計金額と領収書の金額が一致していることを確認してください。 

⑹ エネファームの設置後の住宅のカラー写真 

 ※住宅の全景と設置設備が写っているもの 

⑺ エネファームを設置した住宅の場所及びその付近の見取図 

 ※ゼンリン地図等は著作権に注意してください。 

大分市HPから「おおいたマップ」をご利用ください。 

⑻ エネファームと電力会社の電力系統との連携が開始されていること、又は開始される予定であるこ

とを証する書類（「自家用発電設備等の系統連系に関する契約のご案内」（九州電力送配電株式会社）、

「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約のご案内」（九州電力送配電株式会社）、    

系統連系契約の申込み画面等） 

⑼ その他市長が必要と認める書類 

（場合によっては、住民票等を提出していただくことがあります。） 

（補助金の申込・問い合わせ先）大分市環境部環境対策課 脱炭素社会推進室 

TEL：０９７－５２９－７２４３ ＦＡＸ：０９７－５３８－３３０２ 

E-Mail：datutanso@city.oita.oita.jp  

※本市ホームページにも詳細を掲載しております。 

申 請 方 法 


